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生徒指導研究会「講演会」のご案内 

「スクールロイヤーが伝えたい私立学校の生徒指導上の諸問題と危機管理」 

 

深秋の候 先生方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、当研究会では、本郷さくら総合法律事務所 代表弁護士、淑徳中学高等学校 社会科教員の神

内聡先生をお招きし、「スクールロイヤーが伝えたい私立学校の生徒指導上の諸問題と危機管理」との

演題でご講演いただくこととなりました。 

 今回の講演では、都内私立中学高等学校で教鞭を取り、担任も持ちながら、弁護士事務所の代表弁護

士としてご活躍されている神内先生より、生徒指導上の諸問題や危機管理について、私立学校の立場も

踏まえながら、お話しいただけることと存じます。 

ご校務繁多な折とは存じますが、お誘い合わせの上ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

１．日  時  平成２９年１２月１４日（木）１８：００ ～ ２０：００（受付１７：３０～） 

                              

２．会  場  アルカディア市ヶ谷（私学会館）会議室 千代田区九段北 4-2-25 

※ 裏面案内図をご参照ください。 

 

３．演  題  「スクールロイヤーが伝えたい私立学校の生徒指導上の諸問題と危機管理」 

 

４．講  師  神内 聡 先生 

（本郷さくら総合法律事務所 代表弁護士、淑徳中学高等学校 社会科教員） 

講師プロフィール 

東京大学法学部政治コース卒業。東京大学大学院教育学研究科修了（修士）。筑波大学大学院ビジネス

科学研究科修了（博士）。弁護士。専修教員免許（中学社会・高校地理歴史・公民）保有。専門は教育法。

日弁連教育法制ワーキンググループ、東京弁護士会子どもの権利委員会・法教育委員会・犯罪被害者支

援委員会に所属。著書に『学校内弁護士 学校現場のための教育紛争対策ガイドブック』（日本加除出版

2016）など。弁護士と私立高校教師を兼業する「学校内弁護士」や、教育委員会や学校法人のホットラ

イン相談である「スクールロイヤー」事業などを実践。 

 

５．定  員  ７０名（申し込み順 ⇒ 定員になり次第締め切ります） 

 

６．参 加 費  無 料（本研修会は、当協会会員各校の拠出金と(公財)東京都私学財団からの補助金で運営しております） 

 

 



■交通のご案内

　　　　地下鉄　有楽町線・南北線
 　　　 市ヶ谷駅（1またはA1）出口

　　　　地下鉄　新宿線
　      市ヶ谷駅（Ａ4またはA1）出口

　　　　JR中央線(各駅停車)　市ヶ谷駅

　　　　上記改札・出口から徒歩約2分

７．申込方法  １２月１２日（火）までに下記宛に Web もしくは FAX にてお申込みください。 

URL  http:// k.tokyoshigaku.com 

 

          東京私学教育研究所  生徒指導研究会  担当：松田・岡沢 

TEL 03-3263-0544  FAX 03-3263-0560  

 

《案内図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切り取らずにそのままＦＡＸしてください。送り状は不要です。                        

                   生徒指導研究会「講演会」 参加申込書     〔１２月１４日（木）実施〕 

学    校    名 氏
ふり

  名
がな

 初任者は○で囲む 

 

 

 

 

 初任者 

 初任者 

３名以上は複写してください。 

上記の通り参加申し込みいたします。             

 東京私学教育研究所 御中                    平成２９年   月    日 

  

                       校 長                ㊞ 

 

・希望する

※FAX受理、受付完了等の連絡は省略いたします。（本申込書をお送りいただいた時点で受付完了です）
　申込確認が必要な方は、下記にご記入ください。後日、申込書受理書をFAXでお送りします。

理由等
 FAX番号:

東京私学教育研究所 検 索 


